
◎ 運動目標
日本一安全安心な広島県の実現
～住む人 来る人 誰もが安全安心を実感できるまちづくり

◎ 計画期間
令和８年から令和１２年までの５年間

◎ 推進指標
① 刑法犯認知件数の縮減・・・・１２，０００件/年以下
② 体感治安の向上・・・・・・・治安良好と感じる人の割合９０％以上

◎ 重点取組
① 「減らそう犯罪」意識の醸成 ④ 詐欺被害防止対策の推進
② 見守り活動の活性化 ⑤ 県民生活に不安を与える犯罪の徹底検挙
③ インターネットの安全利用の推進
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令和７年１２月中の事件・事故

事件 ７件
自転車盗 ０件
車上狙い ０件
万引き １件
詐欺 ０件
その他 ６件

事故 71件
人傷 ７件
物損 ６４件

「減らそう犯罪」
第６期ひろしまアクションプランの決定について

「日本一安全安心な広島県の実現」を目指すために！
同プランでは、県民の皆様へ取っていただきたい行動を分かりやすく示しています

ので、是非御覧いただき、「減らそう犯罪」広島県民総ぐるみ運動に御参加ください。

見守りモシカ

皆様のご来場を心から
お待ちしています♪

🚲

🚶自転車も歩行者も事故に注意！！

・ 本年４月から自転車にも「青切符」が
適用されます。交通事故の被害者・加害
者にならないよう道路交通法を守りしょ
う。

・ 令和７年度中には、横断歩道横断中の
死亡事故が大竹市内で２件起きています。
運転手の方は、横断歩道手前でしっか
り減速、歩行者の方は左右をよく確認す
る等お互いに気をつけましょう。



自転車を利用される皆様へ

広島県警察

～令和８年４月１日から～

Ｑ＆Ａ

道路交通法違反のうち、信号無視や指

定場所一時不停止など警察官が見て、明

らかに違反行為を行ったと判断できるも

のとして、法で定める違反を「反則行

為」とし、違反者が反則金を納めれば刑

事罰を科さない制度です。

酒気帯び運転などの悪質な違反や、反

則行為の成否を争うときは、これまでど

おり刑事手続きによる処理を行います。

なお、この制度は16歳以上を対象とし

ており、16歳未満の者による違反は、原

則として指導警告を行います。

交通反則通告制度（青切符）とは・・
《主な違反と反則金額の例》

警告に従わない
（例）右側通行

携帯電話使用等（保持） 自転車制動装置不良 遮断踏切立入り

交通の危険を生じさせた
（例）信号無視

6,000円 6,000円

自転車ルールブック

↓詳しくはこちら↓

自転車の全ての交通違反が検挙されるのですか？

警察官の警告に従わない場合や、歩行者や他の車両に危
険を及ぼした場合など、悪質・危険な違反に対して検挙を
行い、それ以外の違反については指導警告を行います。

自転車で交通違反をした場合、運転免許の点数が付され
ることはありません。しかし、その違反が飲酒運転やひき
逃げなど特に悪質・危険な交通違反の場合、点数に関係
なく運転免許の効力が停止されることがあります。

検挙された場合、運転免許停止などの処分がありますか？

12,000円 5,000円 7,000円


